
松戸市パートナーシップ宣誓制度拡充 
～ファミリーシップ制度を導入します～

 松戸市では「松戸市人権尊重都市宣言」（平成１０年）の理念に基づき、多様な性の

在り方と生き方を尊重し、共生できる地域社会の実現を目指し、令和２年１１月１日

より「松戸市パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。 

このたび令和５年４月１日から本制度を拡充し、ファミリーシップ制度を導入します。 

 パートナーシップ宣誓者の一方または双方に未成年の子どもがいる場合、届出に 

より、宣誓証明書やカードに、ファミリーシップとして子どもの氏名を記載できる 

ものです。 

なお、県内では市川市、習志野市、柏市に次いで、４番目の導入となります。 

引き続き、本制度を通して、多様なパートナーシップ、家族の在り方に対する社会

的理解が広がり、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を更に推進します。 

●対象者
  宣誓者一方または双方の未成年の子（実子または養子） 

●申請方法
  「子に関する届」と、対象となる子であることが証明できる書類（戸籍謄本、 

住民票の写し、母子手帳など）を提出 

●宣誓証明書・証明カード
  別紙のとおり
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令和５年３月２３日

【本件に関する問い合わせ先】 
〒２７１－８５８８  千葉県松戸市根本３８７－５ 

松戸市総務部行政経営課　☎０４７－３６６－７３１１ 

ＦＡＸ０４７－３６４－６９１９ ✉ mcgyousei@city.matsudo.chiba.jp



 

【別紙】 
●パートナーシップ宣誓証明書（表面） 



 

●パートナーシップ宣誓証明書（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証明カード 

 

 

 

 



 

●パートナーシップ宣誓証明カード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


